
 

 岩手県県税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月31日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第28号 

   岩手県県税条例等の一部を改正する条例 

 （岩手県県税条例の一部改正） 

第１条 岩手県県税条例（昭和29年岩手県条例第22号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （個人の県民税に関する給与所得者の扶養親族等申告書）  （個人の県民税に関する給与所得者の扶養親族申告書） 

第32条の４の２ ［略］ 第32条の４の２ ［略］ 

 （個人の県民税に関する公的年金等受給者の扶養親族等申告書）  （個人の県民税に関する公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第32条の４の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する

公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。）の

支払を受ける第27条第１項第１号に掲げる者であって、扶養親族（法第34

条第１項第11号に規定する控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しく

は単身児童扶養者である者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）は、法第317条の３の３第１項の規定による市町村民税に関する申

告書と併せて、法第45条の３の３第１項の規定による県民税に関する申告

書を、所得税法第203条の６第１項に規定する公的年金等の支払者を経由し

て、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければなら

ない。 

第32条の４の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する

公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。）の

支払を受ける第27条第１項第１号に掲げる者であって、扶養親族（法第34

条第１項第11号に規定する控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下

この条において「公的年金等受給者」という。）は、法第317条の３の３第

１項の規定による市町村民税に関する申告書と併せて、法第45条の３の３

第１項の規定による県民税に関する申告書を、所得税法第203条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所

所在地の市町村長に提出しなければならない。 

 （事業税の課税客体等）  （事業税の課税客体等） 

第42条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各

号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課

する。 

第42条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各

号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課

する。 

 (１) 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それ  (１) 次号及び第３号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に



 

ぞれ次に定める額 応じ、それぞれ次に定める額 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 法第72条の４第１項各号に掲げる法人、法第72条の５第１項各号に

掲げる法人、法第72条の24の７第５項各号に掲げる法人、法第72条の

２第４項に規定する人格のない社団等、同条第５項に規定するみなし

課税法人、投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年

法律第198号）第２条第12項に規定する投資法人をいう。）、特定目的

会社（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３

項に規定する特定目的会社をいう。）並びに一般社団法人（非営利型

法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以

下この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法

人（非営利型法人に該当するものを除く。）並びにこれらの法人以外

の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は資本

若しくは出資を有しないもの 所得割額 

  イ 法第72条の４第１項各号に掲げる法人、法第72条の５第１項各号に

掲げる法人、法第72条の24の７第６項各号に掲げる法人、法第72条の

２第４項に規定する人格のない社団等、同条第５項に規定するみなし

課税法人、投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年

法律第198号）第２条第12項に規定する投資法人をいう。）、特定目的

会社（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３

項に規定する特定目的会社をいう。）並びに一般社団法人（非営利型

法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以

下この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法

人（非営利型法人に該当するものを除く。）並びにこれらの法人以外

の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は資本

若しくは出資を有しないもの 所得割額 

 (２) 電気供給業、ガス供給業（ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２

条第５項に規定する一般ガス導管事業及び同条第７項に規定する特定ガ

ス導管事業以外のもののうち、同条第10項に規定するガス製造事業者及

び電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47号）附則

第22条第１項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者（同項の義務

を負う者に限る。）以外の者が行うものを除く。以下この節において同

じ。）、保険業及び貿易保険業 収入割額 

 (２) 電気供給業（次号に掲げる事業を除く。）、ガス供給業（ガス事業

法（昭和29年法律第51号）第２条第５項に規定する一般ガス導管事業及

び同条第７項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第10

項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法

律（平成27年法律第47号）附則第22条第１項に規定する旧一般ガスみな

しガス小売事業者（同項の義務を負う者に限る。）以外の者が行うもの

を除く。以下この節において同じ。）、保険業及び貿易保険業 収入割

額 

  (３) 電気供給業のうち、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１

項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものとして法第72条の

２第１項第３号の総務省令で定めるものを含む。以下この節において「

小売電気事業等」という。）及び電気事業法第２条第１項第14号に規定

する発電事業（これに準ずるものとして法第72条の２第１項第３号の総



 

務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という

。） 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

   ア イに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額

の合算額 

   イ 第１号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

 （法人の事業税の課税標準）  （法人の事業税の課税標準） 

第43条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 

第43条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事

業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 

 (１) 次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、そ

れぞれ次に定めるもの 

 (１) 付加価値割 各事業年度の付加価値額 

 (２) 資本割 各事業年度の資本金等の額 

  ア 付加価値割 各事業年度の付加価値額  (３) 所得割 各事業年度の所得 

  イ 資本割 各事業年度の資本金等の額  (４) 収入割 各事業年度の収入金額  

  ウ 所得割 各事業年度の所得   

 (２) 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業 各事業年度の収

入金額 

 

 （法人の課税標準の区分経理の義務）  （法人の課税標準の区分経理の義務） 

第44条 医療法人又は医療施設（法第72条の23第２項の政令で定めるものを

除く。）に係る事業を行う農業協同組合連合会（法第72条の５第５号に規

定する特定農業協同組合連合会を除く。以下この項において「連合会」と

いう。）で法人の事業税の納税義務があるものは、当該法人又は連合会の

事業から生ずる所得について、法第72条の23第２項の規定によって当該法

人又は連合会の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額若しくは

法第72条の18第１項第２号に規定する個別帰属益金額又は損金の額若しく

は同号に規定する個別帰属損金額に算入されないものとされる部分をその

他の部分と区分して経理しなければならない。 

第44条 医療法人又は医療施設（法第72条の23第２項の政令で定めるものを

除く。）に係る事業を行う農業協同組合連合会（法第72条の５第１項第５

号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。以下この項において「連合

会」という。）で法人の事業税の納税義務があるものは、当該法人又は連

合会の事業から生ずる所得について、法第72条の23第２項の規定によって

当該法人又は連合会の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額若

しくは法第72条の18第１項第２号に規定する個別帰属益金額又は損金の額

若しくは同号に規定する個別帰属損金額に算入されないものとされる部分

をその他の部分と区分して経理しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 



 

 （法人の事業税の税率）  （法人の事業税の税率） 

第45条 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業

を除く。第３項において同じ。）に対する事業税の額は、次の各号に掲げ

る法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

第45条 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業

を除く。第４項において同じ。）に対する事業税の額は、次の各号に掲げ

る法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２ 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は

、各事業年度の収入金額に100分の１を乗じて得た金額とする。 

２ 電気供給業（小売電気事業等及び発電事業等を除く。）、ガス供給業、

保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100

分の１を乗じて得た金額とする。 

 ３ 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額

は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額

とする。 

  (１) 第42条第１項第３号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

   ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額 

   イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額 

   ウ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額 

  (２) 第42条第１項第３号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 

   ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額 

   イ 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額 

３ ［略］ ４ ［略］ 

 （法人の事業税の申告納付）  （法人の事業税の申告納付） 

第47条 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る所得割（第42条

第１項第１号アに掲げる法人にあっては、付加価値割、資本割及び所得割

とする。以下この条において「所得割等」という。）又は収入割について

すべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

第47条 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る所得割等（第42

条第１項第１号アに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号

イに掲げる法人の所得割をいう。以下この条において同じ。）又は収入割

等（同項第２号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第３号アに掲げる

法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同号イに掲げる法人の収入割及

び所得割をいう。以下この条において同じ。）についてすべき申告納付の

期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところ



 

による。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

２ 前項第１号の場合において、法人が災害その他やむを得ない理由（次項

及び第５項の規定の適用を受けることができる理由を除く。）により決算

が確定しないため各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同号の

期限までに申告納付することができないときは、第14条第１項若しくは第

２項又は法第20条の５の２第２項の規定により当該期限が延長されたとき

を除き、局長の承認を得て、その指定した日までに申告納付することがで

きる。 

２ 前項第１号の場合において、法人が災害その他やむを得ない理由（次項

及び第５項の規定の適用を受けることができる理由を除く。）により決算

が確定しないため各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ同号

の期限までに申告納付することができないときは、第14条第１項若しくは

第２項又は法第20条の５の２第２項の規定により当該期限が延長されたと

きを除き、局長の承認を得て、その指定した日までに申告納付することが

できる。 

３ 第１項第１号の場合において、法人が定款、寄附行為、規則、規約その

他これらに準ずるもの（第１号及び第５項において「定款等」という。）

の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年

度以後の各事業年度終了の日から２月以内に当該各事業年度の決算につい

ての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は

、局長の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は

収入割を当該各事業年度（第５項の規定の適用に係る事業年度を除く。以

下この項において同じ。）終了の日から３月以内（次の各号に掲げる場合

に該当するときは、当該各号に定める期間内）に申告納付することができ

る。 

３ 第１項第１号の場合において、法人が定款、寄附行為、規則、規約その

他これらに準ずるもの（第１号及び第５項において「定款等」という。）

の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年

度以後の各事業年度終了の日から２月以内に当該各事業年度の決算につい

ての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は

、局長の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は

収入割等を当該各事業年度（第５項の規定の適用に係る事業年度を除く。

以下この項において同じ。）終了の日から３月以内（次の各号に掲げる場

合に該当するときは、当該各号に定める期間内）に申告納付することがで

きる。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

４ 第１項第１号の場合において、法人が、災害その他やむを得ない理由（

前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。）により、

当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人（法人税法第２条第12

号の７の２に規定する連結法人をいう。）の決算が確定しないため、又は

当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（同法第２条第12号

の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ

。）（当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。同項において同

４ 第１項第１号の場合において、法人が、災害その他やむを得ない理由（

前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。）により、

当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人（法人税法第２条第12

号の７の２に規定する連結法人をいう。）の決算が確定しないため、又は

当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（同法第２条第12号

の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ

。）（当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。同項において同



 

じ。）が各連結事業年度の連結所得（同法第２条第18号の４に規定する連

結所得をいう。同項において同じ。）の金額の計算を了することができな

いため、当該法人の各事業年度（第２項の規定の適用に係る事業年度を除

く。）に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第１項第１号の期限までに

申告納付することができないときは、当該法人は、第14条第１項若しくは

第２項又は法第20条の５の２第２項の規定により当該期限が延長されたと

きを除き、局長の承認を得て、その指定した日までに当該各事業年度に係

る所得割等又は収入割を申告納付することができる。 

じ。）が各連結事業年度の連結所得（同法第２条第18号の４に規定する連

結所得をいう。同項において同じ。）の金額の計算を了することができな

いため、当該法人の各事業年度（第２項の規定の適用に係る事業年度を除

く。）に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第１項第１号の期限までに

申告納付することができないときは、当該法人は、第14条第１項若しくは

第２項又は法第20条の５の２第２項の規定により当該期限が延長されたと

きを除き、局長の承認を得て、その指定した日までに当該各事業年度に係

る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。 

５ 第１項第１号の場合において、法人が、当該法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事

業年度以後の各事業年度終了の日から２月以内に当該連結親法人の当該各

連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認め

られるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他こ

れに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了するこ

とができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加

価値割又は所得割をそれぞれ同号の期限までに申告納付することができな

い常況にあると認められるときは、当該法人は、局長の承認を受け、当該

事業年度以後の各事業年度（その終了の日を連結親法人事業年度（法人税

法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。）終了の日と

同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。）に係る所得割等

又は収入割を当該各事業年度終了の日から４月以内（次の各号に掲げる場

合に該当するときは、当該各号に定める期間内）に申告納付することがで

きる。 

５ 第１項第１号の場合において、法人が、当該法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事

業年度以後の各事業年度終了の日から２月以内に当該連結親法人の当該各

連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認め

られるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他こ

れに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了するこ

とができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加

価値割又は所得割をそれぞれ同号の期限までに申告納付することができな

い常況にあると認められるときは、当該法人は、局長の承認を受け、当該

事業年度以後の各事業年度（その終了の日を連結親法人事業年度（法人税

法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。）終了の日と

同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。）に係る所得割等

又は収入割等を当該各事業年度終了の日から４月以内（次の各号に掲げる

場合に該当するときは、当該各号に定める期間内）に申告納付することが

できる。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

６～８ ［略］ ６～８ ［略］ 

 （県たばこ税の課税免除）  （県たばこ税の課税免除） 



 

第67条の５ 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等を

する場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、県た

ばこ税を免除する。 

第67条の５ 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等を

する場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、県た

ばこ税を免除する。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶（これに準ずる遠洋漁業船

その他の船舶で政令第39条の10で定めるものを含む。）又は航空機に船

用品又は機用品（関税法（昭和29年法律第61号）第２条第１項第９号又

は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。）として積み込むための

製造たばこの売渡し 

 (２) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶（これに準ずる遠洋漁業船

その他の船舶で法第74条の６第１項第２号の政令で定めるものを含む。

）又は航空機に船用品又は機用品（関税法（昭和29年法律第61号）第２

条第１項第９号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。）とし

て積み込むための製造たばこの売渡し 

 (３)・(４) ［略］  (３)・(４) ［略］ 

 ２ 前項（第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業者

等が、同項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等につ

いて、第67条の７第１項又は第３項の規定による申告書に前項（第１号又

は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額を記載し、かつ、法第74条の６第２項の総務省令で定めるとこ

ろにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項第１号又は第２号に掲

げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類

を保存している場合に限り、適用する。 

２ 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡

し又は消費等について第67条の７第１項又は第３項の規定による申告書を

提出すべき局長に対し、総務省令第８条の４で定めるところにより、当該

製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又

は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適

用しない。 

３ 第１項（第３号又は第４号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業

者等が、同項第３号又は第４号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に

ついて第67条の７第１項又は第３項の規定による申告書を提出すべき局長

に対し、法第74条の６第３項の総務省令で定めるところにより、当該製造

たばこの売渡し又は消費等が第１項第３号又は第４号に掲げる製造たばこ

の売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している

場合に限り、適用する。 

３ ［略］ ４ ［略］ 

 （県たばこ税の申告納付の手続）  （県たばこ税の申告納付の手続） 



 

第67条の７ 前条の規定によって県たばこ税を申告納付すべき者（以下この

節において「申告納税者」という。）は、総務省令第８条の５で定める様

式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第67

条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係る製造たば

この品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節において「課税標

準数量」という。）及び当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第67条

の５第１項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の規定

の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額並びに第67条の９

第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の規定の適

用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を局

長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によっ

て納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、総務省

令第８条の４から第８条の６までに定めるところにより、第67条の５第２

項に規定する書類及び第67条の９第１項の返還に係る製造たばこの品目ご

との数量についての明細を記載した書類並びに県内に主たる事務所又は事

業所を有する申告納税者にあっては前月の初日から末日までの間における

製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければ

ならない。 

第67条の７ 前条の規定によって県たばこ税を申告納付すべき者（以下この

節において「申告納税者」という。）は、法第74条の10第１項の総務省令

で定める様式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に

おける第67条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係

る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節におい

て「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対する県たばこ税

額、第67条の５第１項の規定により免除を受けようとする場合にあっては

同項の規定の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額並びに

第67条の９第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項

の規定の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した

申告書を局長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納

付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書に

は、法第74条の10第１項の総務省令で定めるところにより、第67条の５第

３項に規定する書類及び第67条の９第１項の返還に係る製造たばこの品目

ごとの数量についての明細を記載した書類並びに県内に主たる事務所又は

事業所を有する申告納税者にあっては前月の初日から末日までの間におけ

る製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなけれ

ばならない。 

２ 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日

から末日までの間における申告納付すべき県たばこ税額及びその基礎とな

るべき課税標準数量がない場合においても、総務省令第８条の７で定める

ところにより、前項の規定に準じて、申告書を局長に提出しなければなら

ない。 

２ 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日

から末日までの間における申告納付すべき県たばこ税額及びその基礎とな

るべき課税標準数量がない場合においても、法第74条の10第２項の総務省

令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を局長に提出しな

ければならない。 

３ ［略］  ３ ［略］ 

４ 第67条の９第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、

同項の規定による控除を受けるべき月において前３項の規定による申告書

の提出を要しない者で同条第１項の規定による控除を受けるべき金額に相

４ 第67条の９第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、

同項の規定による控除を受けるべき月において前３項の規定による申告書

の提出を要しない者で同条第１項の規定による控除を受けるべき金額に相



 

当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令第８条の９で定める

ところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申

告書を局長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書に

は、同条で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの

数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 

当する金額の還付を受けようとするものは、法第74条の10第５項の総務省

令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を

記載した申告書を局長に提出しなければならない。この場合において、当

該申告書には、同項の総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなけれ

ばならない。 

 （ゴルフ場利用税の税率の特例等）  （ゴルフ場利用税の税率の特例等） 

第72条 ［略］ 第72条 ［略］ 

２ 前項又は法第75条の２若しくは第75条の３の規定の適用を受けようとす

る者は、当該ゴルフ場の特別徴収義務者に対して、規則で定める申出書を

提出するとともに、前項第１号又は法第75条の２各号に掲げる利用にあっ

てはこれらを証する書類を提示し、同項第２号又は法第75条の３各号に掲

げる利用にあってはこれらを証する書類を提出しなければならない。 

２ 前項又は法第75条の２、法第75条の３若しくは法附則第12条の２の規定

の適用を受けようとする者は、当該ゴルフ場の特別徴収義務者に対して、

規則で定める申出書を提出するとともに、前項第１号又は法第75条の２各

号に掲げる利用にあってはこれらを証する書類を提示し、同項第２号若し

くは法第75条の３各号に掲げる利用又は法附則第12条の２に規定する利用

にあってはこれらを証する書類を提出しなければならない。 

 （環境性能割の税率）  （環境性能割の税率） 

第103条 次に掲げる自動車（法第149条第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。次項及び第３項において同じ。）の規定の適用を受けるも

のを除く。）に対して課する環境性能割の税率は、100分の１とする。 

第103条 次に掲げる自動車（法第149条第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。次項及び第３項において同じ。）の規定の適用を受けるも

のを除く。）に対して課する環境性能割の税率は、100分の１とする。 

 (１) 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

る自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当するもの

を除く。次項第１号において同じ。） 

 (１) 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

る自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当するもの

を除く。次項第１号において同じ。） 

  ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第１号イの総務省令で定めるもの 

  ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第１号イの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率（基

準エネルギー消費効率であって平成32年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたものをいう。以下この項、次項

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率（基

準エネルギー消費効率であって令和２年度以降の各年度において適

用されるべきものとして定められたものをいう。以下この項、次項



 

及び第４項において同じ。）以上であること。 及び第４項において同じ。）以上であること。 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第１号ロの総務省令で定めるもの 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第１号ロの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100

分の110を乗じて得た数値以上であること。 

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率に100

分の110を乗じて得た数値以上であること。 

  ウ～オ ［略］   ウ～オ ［略］ 

 (２) 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として

用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当する

ものを除く。次項第２号において同じ。） 

 (２) 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として

用いる自動車をいい、法第149条第１項第３号に掲げる自動車に該当する

ものを除く。次項第２号において同じ。） 

  ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第２号イの総務省令で定めるもの 

  ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第２号イの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第２号ロの総務省令で定めるもの 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

１項第２号ロの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100

分の110を乗じて得た数値以上であること。 

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率に100

分の110を乗じて得た数値以上であること。 

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

２ 次に掲げる自動車（法第149条第１項及び前項（第４項において準用する

場合を含む。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する環境

性能割の税率は、100分の２とする。 

２ 次に掲げる自動車（法第149条第１項及び前項（第４項において準用する

場合を含む。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する環境

性能割の税率は、100分の２とする。 

 (１) 次に掲げるガソリン自動車  (１) 次に掲げるガソリン自動車 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第   イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第



 

２項第１号ロの総務省令で定めるもの ２項第１号ロの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

  ウ～オ ［略］   ウ～オ ［略］ 

 (２) 次に掲げる石油ガス自動車  (２) 次に掲げる石油ガス自動車 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

２項第２号ロの総務省令で定めるもの 

  イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので法第157条第

２項第２号ロの総務省令で定めるもの 

   (ア) ［略］    (ア) ［略］ 

   (イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

   (イ) エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上

であること。 

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 第１項（第１号アからウまでに係る部分に限る。）及び第２項（第１号

アからウまでに係る部分に限る。）の規定は、平成22年度基準エネルギー

消費効率算定自動車（平成32年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度

基準エネルギー消費効率を算定する方法として法第149条第２項の総務省令

で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であって

、基準エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたものを算定する方法として同項の総務省

令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいう。

）について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

４ 第１項（第１号アからウまでに係る部分に限る。）及び第２項（第１号

アからウまでに係る部分に限る。）の規定は、平成22年度基準エネルギー

消費効率算定自動車（令和２年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度

基準エネルギー消費効率を算定する方法として法第149条第２項の総務省令

で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であって

、基準エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたものを算定する方法として同項の総務省

令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいう。

）について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

 第１項第１

号ア(イ) 

平成32年度基準エネルギー

消費効率（基準エネルギー 

 ［略］   第１項第１

号ア(イ) 

令和２年度基準エネルギー

消費効率（基準エネルギー 

 ［略］  



 

  消費効率であって平成32年

度以降の各年度において適 

    消費効率であって令和２年

度以降の各年度において適 

  

  用されるべきものとして定

められたものをいう。以下 

    用されるべきものとして定

められたものをいう。以下 

  

  この項、次項及び第４項に

おいて同じ。） 

    この項、次項及び第４項に

おいて同じ。） 

  

 第１項第１

号イ(イ) 

平成32年度基準エネルギー

消費効率に100分の110 

 ［略］   第１項第１

号イ(イ) 

令和２年度基準エネルギー

消費効率に100分の110 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第２項第１

号イ(イ) 

平成32年度基準エネルギー

消費効率 

 ［略］   第２項第１

号イ(イ) 

令和２年度基準エネルギー

消費効率 

 ［略］  

  ［略］     ［略］   

   附 則    附 則 

 （個人の県民税の税率の特例）  （個人の県民税の税率の特例） 

第９条の２ 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の県民税に限

り、均等割の税率は、第32条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500

円を加算した額とする。 

第９条の２ 平成26年度から令和５年度までの各年度分の個人の県民税に限

り、均等割の税率は、第32条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500

円を加算した額とする。 

第10条の４の２ 平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人の県民税

についての第31条及び前条（これらの規定を次条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定の適用については、第31条第２項第１号の

表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と

、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「

100分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の

70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を超え900万円以下の金

額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、同表900万円を超

え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」

と、同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とある

第10条の４の２ 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税

についての第31条及び前条（これらの規定を次条の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定の適用については、第31条第２項第１号の

表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と

、同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「

100分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の

70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を超え900万円以下の金

額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、同表900万円を超

え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」

と、同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とある



 

のは「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45

」とあるのは「100分の44.055」と、前条第３号中「100分の50」とあるの

は「100分の49.16」と、同条第４号中「100分の60」とあるのは「100分の

59.37」と、同条第５号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とす

る。 

のは「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45

」とあるのは「100分の44.055」と、前条第３号中「100分の50」とあるの

は「100分の49.16」と、同条第４号中「100分の60」とあるのは「100分の

59.37」と、同条第５号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とす

る。 

第11条の３ 平成28年度から平成50年度までの各年度分の個人の県民税につ

いての前条の規定の適用については、同条第２項の表中「85分の５」とあ

るのは「84.895分の5.105」と、「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21

」と、「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあ

るのは「66.517分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の

33.693」とする。 

第11条の３ 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税につ

いての前条の規定の適用については、同条第２項の表中「85分の５」とあ

るのは「84.895分の5.105」と、「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21

」と、「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあ

るのは「66.517分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の

33.693」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の県民税の課税の特例）  （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る個人の県民税の課税の特例） 

第14条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第28条の４第１項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該

事業所得及び雑所得については、第28条及び第30条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として法附則

第33条の３第１項の政令で定めるところにより計算した金額（以下この項

において「土地等に係る事業所得等の金額」という。）に対し、次に掲げ

る金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。 

第14条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第28条の４第１項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該

事業所得及び雑所得については、第28条及び第30条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として法附則

第33条の３第１項の政令で定めるところにより計算した金額（以下この項

において「土地等に係る事業所得等の金額」という。）に対し、次に掲げ

る金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がな

いものとした場合に算出される県民税の所得割の額として政令附則第16

条の３第２項で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当す

る金額 

 (２) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がな

いものとした場合に算出される県民税の所得割の額として法附則第33条

の３第１項第２号の政令で定めるところにより計算した金額の100分の

110に相当する金額 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因とな

る土地の譲渡等が平成10年１月１日から平成32年３月31日までの間に行わ

４ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因とな

る土地の譲渡等が平成10年１月１日から令和５年３月31日までの間に行わ



 

れたものについては、適用しない。 れたものについては、適用しない。 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る県民税の課税の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る県民税の課税の特例） 

第16条 昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の県民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下こ

の条、次条、附則第18条第２項及び附則第18条の６第２項において同じ。

）の譲渡（同法第31条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、

附則第18条第２項及び附則第18条の６第２項において同じ。）をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（同法第31条の２第２項

各号に掲げる譲渡に該当することにつき法附則第34条の２第１項の総務省

令で定めるところにより証明がされたものをいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（附則第17条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。以下同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

県民税の所得割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

第16条 昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の県民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下こ

の条、次条、附則第18条第２項及び附則第18条の６第２項において同じ。

）の譲渡（同法第31条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、

附則第18条第２項及び附則第18条の６第２項において同じ。）をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（同法第31条の２第２項

各号に掲げる譲渡に該当することにつき法附則第34条の２第１項の総務省

令で定めるところにより証明がされたものをいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（附則第17条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。以下同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

県民税の所得割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

２ 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（予定期間（その譲渡の日から同日以後２年を経

過する日の属する年の12月31日までの期間（住宅建設の用に供される宅地

の造成に要する期間が通常２年を超えることその他の法附則第34条の２第

２項の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から

同項の政令で定める日までの期間）をいう。）内に租税特別措置法第31条

の２第２項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することと

なることが確実であると認められることにつき法附則第34条の２第２項の

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（予定期間（その譲渡の日から同日以後２年を経

過する日の属する年の12月31日までの期間（住宅建設の用に供される宅地

の造成に要する期間が通常２年を超えることその他の法附則第34条の２第

２項の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から

同項の政令で定める日までの期間）をいう。）内に租税特別措置法第31条

の２第２項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することと

なることが確実であると認められることにつき法附則第34条の２第２項の



 

総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する県民税の所得割について準用する。 

総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する県民税の所得割について準用する。 

３ 前項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災

害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第２条

第１項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、前項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31

条の２第２項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

が困難となった場合で法附則第34条の２第９項の政令で定める場合におい

て、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後２年以内の日で同項の

政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が租税特別措置法第31

条の２第２項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

となることが確実であると認められることにつき法附則第34条の２第９項

の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、前項の規定の適用

については、同項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める

日までの期間とする。 

３ 前項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災

害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第２条

第１項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するや

むを得ない事情により、前項に規定する予定期間内に租税特別措置法第31

条の２第２項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

が困難となった場合で法附則第34条の２第９項の政令で定める場合におい

て、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後２年以内の日で同項の

政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が租税特別措置法第31

条の２第２項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること

となることが確実であると認められることにつき法附則第34条の２第９項

の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、前項の規定の適用

については、同項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める

日までの期間とする。 

 （阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特

例） 

 （阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特

例） 

第16条の２ 前条第２項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部

が、阪神・淡路大震災（阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成７年政令第11号）に

規定する阪神・淡路大震災をいう。附則第20条の２及び附則第20条の２の

３において同じ。）に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する

期間（その末日が平成７年12月31日であるものに限る。）内に租税特別措

置法第31条の２第２項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当

することが困難となった場合で法附則第34条の２の２の政令で定める場合

において、平成８年１月１日から起算して２年以内の日で同条の政令で定

第16条の２ 前条第２項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部

が、阪神・淡路大震災（阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成７年政令第11号）に

規定する阪神・淡路大震災をいう。附則第20条の２及び附則第20条の２の

３において同じ。）に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する

期間（その末日が平成７年12月31日であるものに限る。）内に租税特別措

置法第31条の２第２項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当

することが困難となった場合で法附則第34条の２の２の政令で定める場合

において、平成８年１月１日から起算して２年以内の日で同条の政令で定



 

める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土

地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつ

き同条の自治省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の

日から当該同条の政令で定める日までの期間を前条第２項に規定する期間

とみなして、同条の規定を適用する。 

める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土

地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつ

き同条の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の

日から当該同条の政令で定める日までの期間を前条第２項に規定する期間

とみなして、同条の規定を適用する。 

 （東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例）  （東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例） 

第18条の６ ［略］ 第18条の６ ［略］ 

２ 附則第16条第２項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が

、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間

（その末日が平成23年12月31日であるものに限る。）内に租税特別措置法

第31条の２第２項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当する

ことが困難となった場合で法附則第44条の３第２項の政令で定める場合に

おいて、平成24年１月１日から起算して２年以内の日で同項の政令で定め

る日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地

等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき

同項の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日

から当該政令で定める日までの期間を附則第16条第２項に規定する期間と

みなして、同条の規定を適用する。 

２ 附則第16条第２項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が

、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間

（その末日が平成23年12月31日であるものに限る。）内に租税特別措置法

第31条の２第２項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当する

ことが困難となった場合で法附則第44条の３第２項の政令で定める場合に

おいて、平成24年１月１日から起算して２年以内の日で同項の政令で定め

る日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地

等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき

同項の総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日

から当該政令で定める日までの期間を附則第16条第２項に規定する期間と

みなして、同条の規定を適用する。 

 （県民税の法人税割の税率の特例）  （県民税の法人税割の税率の特例） 

第19条 昭和52年２月１日から平成33年１月31日までの間に終了する各事業

年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第37条の規定にかかわ

らず、100分の1.8とする。 

第19条 昭和52年２月１日から令和３年１月31日までの間に終了する各事業

年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第37条の規定にかかわ

らず、100分の1.8とする。 

 （法人の事業税の税率の特例）  （法人の事業税の税率の特例） 

第20条の２の５ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第45条第１項第２

号の表中 

第20条の２の５ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第45条第１項第２

号の表中 

  「 各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 100分の4.9 」   「 各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 100分の4.9 」 



 

 とあるのは  とあるのは 

  「 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億

円以下の金額 

100分の4.9    「 各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億

円以下の金額 

100分の4.9  

   各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 100分の5.7 」    各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 100分の5.7 」 

 と、同条第３項第２号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9（各事業

年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7）」とす

る。 

 と、同条第４項第２号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9（各事業

年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7）」とす

る。 

 （不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）  （不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第20条の３ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築

して譲渡することを業とする者で法附則第10条の２第１項の政令で定める

ものが売り渡す新築の住宅に係る第54条第２項ただし書の規定の適用につ

いては、当該住宅の新築が平成10年10月１日から平成32年３月31日までの

間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月」とあるのは、「１年」

とする。 

第20条の３ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築

して譲渡することを業とする者で法附則第10条の２第１項の政令で定める

ものが売り渡す新築の住宅に係る第54条第２項ただし書の規定の適用につ

いては、当該住宅の新築が平成10年10月１日から令和４年３月31日までの

間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月」とあるのは、「１年」

とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合

における第61条第１項及び第62条第１項の規定の適用については、当該土

地の取得が平成16年４月１日から平成32年３月31日までの間に行われたと

きに限り、第61条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年（同日から３

年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として法附則第

10条の２第２項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第１項第

１号の政令で定める場合には、４年）」と、第62条第１項中「２年以内、

同条第２項第１号」とあるのは「３年（同日から３年以内に特例適用住宅

が新築されることが困難である場合として法附則第10条の２第２項の規定

により読み替えて適用される法第73条の25第１項の政令で定める場合には

、４年）以内、前条第２項第１号」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合

における第61条第１項及び第62条第１項の規定の適用については、当該土

地の取得が平成16年４月１日から令和４年３月31日までの間に行われたと

きに限り、第61条第１項第１号中「２年」とあるのは「３年（同日から３

年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として法附則第

10条の２第２項の規定により読み替えて適用される法第73条の24第１項第

１号の政令で定める場合には、４年）」と、第62条第１項中「２年以内、

同条第２項第１号」とあるのは「３年（同日から３年以内に特例適用住宅

が新築されることが困難である場合として法附則第10条の２第２項の規定

により読み替えて適用される法第73条の25第１項の政令で定める場合には

、４年）以内、前条第２項第１号」とする。 

 （住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例）  （住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例） 

第21条 平成18年４月１日から平成33年３月31日までの間に住宅又は土地の 第21条 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間に住宅又は土地の



 

取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第56条の規定にかか

わらず、100分の３とする。 

取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第56条の規定にかか

わらず、100分の３とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例）  （住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例） 

第22条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第

10条第２号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成32年３月

31日までにした場合における第55条の２第１項の規定の適用については、

同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法

律（平成20年法律第87号）第10条第２号に規定する認定長期優良住宅であ

る住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が

平成32年３月31日までに行われたときに限り」と、「1,200万円」とあるの

は「1,300万円」とする。 

第22条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第

10条第２号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和４年３月

31日までにした場合における第55条の２第１項の規定の適用については、

同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法

律（平成20年法律第87号）第10条第２号に規定する認定長期優良住宅であ

る住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が

令和４年３月31日までに行われたときに限り」と、「1,200万円」とあるの

は「1,300万円」とする。 

２ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第

１項の登録を受けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け

住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供さ

れる家屋をいう。）で法附則第11条第12項の政令で定めるものの新築を平

成33年３月31日までにした場合における第55条の２第１項の規定の適用に

ついては、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた同法第５

条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全

部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で法附則

第11条第12項の政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、法第73条

の14第１項の政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「１戸（

共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅

（以下不動産取得税において「共同住宅等」という。）にあっては、居住

の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の政令で定めるも

の）」とあるのは「当該取得が平成33年３月31日までに行われたときに限

２ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第

１項の登録を受けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け

住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供さ

れる家屋をいう。）で法附則第11条第11項の政令で定めるものの新築を令

和３年３月31日までにした場合における第55条の２第１項の規定の適用に

ついては、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた同法第５

条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全

部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で法附則

第11条第11項の政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、法第73条

の14第１項の政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「１戸（

共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅

（以下不動産取得税において「共同住宅等」という。）にあっては、居住

の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の政令で定めるも

の）」とあるのは「当該取得が令和３年３月31日までに行われたときに限



 

り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の規定に

より読み替えて適用される法第73条の14第１項の政令で定めるもの」とす

る。 

り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同項の規定に

より読み替えて適用される法第73条の14第１項の政令で定めるもの」とす

る。 

 （不動産取得税の減額）  （不動産取得税の減額） 

第22条の２ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項の登録を受

けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家

住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう

。）で法附則第11条の４第３項の政令で定めるものの用に供する土地の取

得を平成33年３月31日までにした場合における第61条第１項の規定の適用

については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が

平成33年３月31日までに行われたときに限り」と、「住宅（法第73条の24

第１項の政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。）１戸

（共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一

の部分で同項の政令で定めるもの）」とあるのは「高齢者の居住の安定確

保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた同法

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（そ

の全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で法

附則第11条の４第３項の政令で定めるもの（以下この項において「特例適

用サービス付き高齢者向け住宅」という。）の居住の用に供するために独

立的に区画された一の部分で同条第３項の規定により読み替えて適用され

る法第73条の24第１項の政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住

宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。 

第22条の２ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項の登録を受

けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家

住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう

。）で法附則第11条の４第３項の政令で定めるものの用に供する土地の取

得を令和３年３月31日までにした場合における第61条第１項の規定の適用

については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が

令和３年３月31日までに行われたときに限り」と、「住宅（法第73条の24

第１項の政令で定める住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。）１戸

（共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一

の部分で同項の政令で定めるもの）」とあるのは「高齢者の居住の安定確

保に関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受けた同法

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（そ

の全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で法

附則第11条の４第３項の政令で定めるもの（以下この項において「特例適

用サービス付き高齢者向け住宅」という。）の居住の用に供するために独

立的に区画された一の部分で同条第３項の規定により読み替えて適用され

る法第73条の24第１項の政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住

宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。 

 （宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例）  （宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例） 

第23条 宅地評価土地（宅地及び宅地比準土地（宅地以外の土地で当該土地

の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土

地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比

準する価格により決定されるものをいう。）をいう。第３項において同じ

第23条 宅地評価土地（宅地及び宅地比準土地（宅地以外の土地で当該土地

の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土

地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比

準する価格により決定されるものをいう。）をいう。第３項において同じ



 

。）を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準は、第55条第１項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年１

月１日から平成33年３月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の

価格の２分の１の額とする。 

。）を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準は、第55条第１項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年１

月１日から令和３年３月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の

価格の２分の１の額とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 平成18年４月１日から平成33年３月31日までの間に第64条の３第１項に

規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第23条

の５第１項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合に

おいて、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格（当

該価格が登録されていない場合には、局長が法第388条第１項の固定資産評

価基準により決定した価格）中に宅地評価土地の価格があるときにおける

第64条の３第１項又は附則第23条の５第１項の規定の適用については、こ

れらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則

第23条第１項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する

額に当該宅地評価土地の部分の価格の２分の１に相当する額を加算して得

た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第23条

第１項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当

該宅地評価土地の部分の価格の２分の１に相当する額を加算して得た額」

と、第64条の３第１項中「同項」とあるのは「法第73条の27の３第１項」

とする。 

３ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間に第64条の３第１項に

規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第23条

の５第１項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合に

おいて、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格（当

該価格が登録されていない場合には、局長が法第388条第１項の固定資産評

価基準により決定した価格）中に宅地評価土地の価格があるときにおける

第64条の３第１項又は附則第23条の５第１項の規定の適用については、こ

れらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則

第23条第１項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する

額に当該宅地評価土地の部分の価格の２分の１に相当する額を加算して得

た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第23条

第１項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当

該宅地評価土地の部分の価格の２分の１に相当する額を加算して得た額」

と、第64条の３第１項中「同項」とあるのは「法第73条の27の３第１項」

とする。 

 （東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の

課税標準の特例） 

 （東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の

課税標準の特例） 

第23条の３ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋（以下この項及

び次項において「被災家屋」という。）の所有者その他の法附則第51条第

１項の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと局長が認める家屋

（以下この項及び次項において「代替家屋」という。）の取得をした場合

における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算

第23条の３ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋（以下この項及

び次項において「被災家屋」という。）の所有者その他の法附則第51条第

１項の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと局長が認める家屋

（以下この項及び次項において「代替家屋」という。）の取得をした場合

における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算



 

定については、当該取得が平成33年３月31日までに行われたときに限り、

価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合（当該

割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価格から控除する。 

定については、当該取得が令和３年３月31日までに行われたときに限り、

価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合（当該

割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価格から控除する。 

２ 被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以下この項において「従前の

土地」という。）の所有者その他の法附則第51条第２項の政令で定める者

が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと局

長が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する

不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年３月31日

までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土

地の面積の割合（当該割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価

格から控除する。 

２ 被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以下この項において「従前の

土地」という。）の所有者その他の法附則第51条第２項の政令で定める者

が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと局

長が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する

不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和３年３月31日

までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土

地の面積の割合（当該割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価

格から控除する。 

３ 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用

地（農業経営基盤強化促進法第４条第１項第１号に規定する農用地をいう

。以下この項及び第６項において同じ。）であると農業委員会（農業委員

会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第３条第１項ただし書又は第５

項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長）が認

めるもの（以下この項において「被災農用地」という。）の平成23年３月

11日における所有者（農業を営む者に限る。）その他の法附則第51条第３

項の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと局長が認める農用

地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得

税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年３月31日までに行わ

れたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積

の割合（当該割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価格から控

除する。 

３ 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用

地（農業経営基盤強化促進法第４条第１項第１号に規定する農用地をいう

。以下この項及び第６項において同じ。）であると農業委員会（農業委員

会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第３条第１項ただし書又は第５

項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長）が認

めるもの（以下この項において「被災農用地」という。）の平成23年３月

11日における所有者（農業を営む者に限る。）その他の法附則第51条第３

項の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと局長が認める農用

地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得

税の課税標準の算定については、当該取得が令和３年３月31日までに行わ

れたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積

の割合（当該割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額を価格から控

除する。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

 （東日本大震災に係る復興整備事業における被災関連市町村との交換によ

る土地の取得に係る不動産取得税の免除） 

 （東日本大震災に係る復興整備事業における被災関連市町村との交換によ

る土地の取得に係る不動産取得税の免除） 



 

第23条の４ 局長は、東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号）

第46条第１項に規定する復興整備計画に記載された同条第２項第４号に規

定する復興整備事業（防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の

特別措置等に関する法律（昭和47年法律第132号。以下この項において「集

団移転促進法」という。）第２条第２項に規定する集団移転促進事業（東

日本大震災復興特別区域法第77条第１項に規定する復興交付金事業計画に

記載されているものに限る。）により当該復興整備計画を作成した同法第

46条第１項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第２条第

１項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。）の用に

供するため、当該復興整備事業の実施区域（東日本大震災復興特別区域法

第64条第１項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限

る。）内の土地の所有者が、当該土地を当該被災関連市町村に対し交換に

より譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施

区域外の土地の取得をした場合における当該土地の取得に対しては、当該

取得が平成28年４月１日から平成33年３月31日までの間に行われたときに

限り、その取得者の申請により不動産取得税を免除する。 

第23条の４ 局長は、東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号）

第46条第１項に規定する復興整備計画に記載された同条第２項第４号に規

定する復興整備事業（防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の

特別措置等に関する法律（昭和47年法律第132号。以下この項において「集

団移転促進法」という。）第２条第２項に規定する集団移転促進事業（東

日本大震災復興特別区域法第77条第１項に規定する復興交付金事業計画に

記載されているものに限る。）により当該復興整備計画を作成した同法第

46条第１項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第２条第

１項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。）の用に

供するため、当該復興整備事業の実施区域（東日本大震災復興特別区域法

第64条第１項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限

る。）内の土地の所有者が、当該土地を当該被災関連市町村に対し交換に

より譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施

区域外の土地の取得をした場合における当該土地の取得に対しては、当該

取得が平成28年４月１日から令和３年３月31日までの間に行われたときに

限り、その取得者の申請により不動産取得税を免除する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （東日本大震災に係る復興整備事業における被収用不動産等の代替不動産

の取得に係る不動産取得税の減免） 

 （東日本大震災に係る復興整備事業における被収用不動産等の代替不動産

の取得に係る不動産取得税の減免） 

第23条の５ 局長は、東日本大震災復興特別区域法第46条第１項に規定する

復興整備計画に記載された同条第２項第４号に規定する復興整備事業（法

第73条の14第６項に規定する公共事業に限る。）の用に供するため、不動

産を収用されて補償金を受けた者、当該復興整備事業を行う者に当該復興

整備事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは当該復興整備事業

の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた

家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若し

くは独立行政法人都市再生機構に当該復興整備事業の用に供されることが

第23条の５ 局長は、東日本大震災復興特別区域法第46条第１項に規定する

復興整備計画に記載された同条第２項第４号に規定する復興整備事業（法

第73条の14第６項に規定する公共事業に限る。）の用に供するため、不動

産を収用されて補償金を受けた者、当該復興整備事業を行う者に当該復興

整備事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは当該復興整備事業

の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた

家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若し

くは独立行政法人都市再生機構に当該復興整備事業の用に供されることが



 

確実であると認められるものとして同項の政令で定める不動産を譲渡した

者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補

償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約を

した日から２年を経過する日後に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償

金を受けた不動産（以下この項において「被収用不動産等」という。）に

代わるものと局長が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取

得に対しては、当該取得が平成33年３月31日までに行われたときに限り、

被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格（被収用不動産等の

価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、法第73条の

14第６項の政令で定めるところにより、局長が法第388条第１項の固定資産

評価基準によって決定した価格）に第56条に規定する税率を乗じて得た額

を限度として、その取得者の申請により不動産取得税を軽減し、又は免除

する。 

確実であると認められるものとして同項の政令で定める不動産を譲渡した

者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補

償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約を

した日から２年を経過する日後に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償

金を受けた不動産（以下この項において「被収用不動産等」という。）に

代わるものと局長が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取

得に対しては、当該取得が令和３年３月31日までに行われたときに限り、

被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格（被収用不動産等の

価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、法第73条の

14第６項の政令で定めるところにより、局長が法第388条第１項の固定資産

評価基準によって決定した価格）に第56条に規定する税率を乗じて得た額

を限度として、その取得者の申請により不動産取得税を軽減し、又は免除

する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （軽油引取税の課税免除の特例）  （軽油引取税の課税免除の特例） 

第24条の４ 平成33年３月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対

しては、第99条第１項及び第２項の規定にかかわらず、法附則第12条の２

の７第２項において読み替えて準用する法第144条の21第１項の規定による

免税証の交付があった場合又は次項において準用する第99条の18第１項の

規定による局長の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものと

する。 

第24条の４ 令和３年３月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対

しては、第99条第１項及び第２項の規定にかかわらず、法附則第12条の２

の７第２項において読み替えて準用する法第144条の21第１項の規定による

免税証の交付があった場合又は次項において準用する第99条の18第１項の

規定による局長の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものと

する。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 木材加工業その他の法附則第12条の２の７第１項第５号の政令で定

める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械又は装置の

動力源の用途その他の同号の政令で定める用途に供する軽油の引取り 

 (５) 木材加工業その他の法附則第12条の２の７第１項第５号の政令で定

める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の

用途その他の同号の政令で定める用途に供する軽油の引取り 

２ 第99条の12から第99条の14まで及び第99条の18の規定は、前項の規定に

より軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。

２ 第99条の12から第99条の14まで及び第99条の18の規定は、前項の規定に

より軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。



 

この場合において、第99条の13第１項中「３年」とあるのは、「平成33年

３月31日まで」と読み替えるものとする。 

この場合において、第99条の13第１項中「３年」とあるのは、「令和３年

３月31日まで」と読み替えるものとする。 

 （環境性能割の税率の特例）  （環境性能割の税率の特例） 

第24条の９ ［略］ 第24条の９ ［略］ 

２ 自家用の乗用車に対する第103条第２項（同条第４項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）及び第３項の規定の適用について

は、当該自家用の乗用車の取得が平成31年10月１日から平成32年９月30日

までの間に行われたときに限り、同条第２項中「100分の２」とあるのは「

100分の１」と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の２」とす

る。 

２ 自家用の乗用車に対する第103条第２項（同条第４項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）及び第３項の規定の適用について

は、当該自家用の乗用車の取得が令和元年10月１日から令和２年９月30日

までの間に行われたときに限り、同条第２項中「100分の２」とあるのは「

100分の１」と、同条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の２」とす

る。 

 （環境性能割の課税標準の特例）  （環境性能割の課税標準の特例） 

第24条の10 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送

事業を経営する者が同法第５条第１項第３号に規定する路線定期運行の用

に供する自動車又は同法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運

送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車（以下この項及び次項

において「路線バス等」という。）のうち、次の各号のいずれにも該当す

るものであって乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路

に段がないもの（法附則第12条の２の13第１項の総務省令で定めるものに

限る。）で最初の第101条第３項に規定する新規登録（以下この条及び附則

第25条から附則第25条の３までにおいて「初回新規登録」という。）を受

けるものに対する第102条の規定の適用については、当該路線バス等の取得

が平成33年３月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」と

あるのは、「という。）から1,000万円を控除して得た額」とする。 

第24条の10 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送

事業を経営する者が同法第５条第１項第３号に規定する路線定期運行の用

に供する自動車又は同法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運

送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車（以下この項及び次項

において「路線バス等」という。）のうち、次の各号のいずれにも該当す

るものであって乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路

に段がないもの（法附則第12条の２の13第１項の総務省令で定めるものに

限る。）で最初の第101条第３項に規定する新規登録（以下この条及び附則

第25条から附則第25条の３までにおいて「初回新規登録」という。）を受

けるものに対する第102条の規定の適用については、当該路線バス等の取得

が令和３年３月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」と

あるのは、「という。）から1,000万円を控除して得た額」とする。 

 (１) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年

法律第91号）第３条第１項に規定する基本方針（次項第１号及び第３項

第１号において「基本方針」という。）に平成32年度までに導入する台

数が目標として定められた自動車に該当するものであること。 

 (１) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年

法律第91号）第３条第１項に規定する基本方針（次項第１号及び第３項

第１号において「基本方針」という。）に令和２年度までに導入する台

数が目標として定められた自動車に該当するものであること。 



 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

２ 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって車椅子

を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの（法附則第12条

の２の13第２項の総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録を受け

るものに対する第102条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が

平成33年３月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」とあ

るのは、「という。）から650万円（乗車定員30人未満の附則第24条の10第

２項に規定する路線バス等にあっては、200万円）を控除して得た額」とす

る。 

２ 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって車椅子

を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの（法附則第12条

の２の13第２項の総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録を受け

るものに対する第102条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が

令和３年３月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」とあ

るのは、「という。）から650万円（乗車定員30人未満の附則第24条の10第

２項に規定する路線バス等にあっては、200万円）を控除して得た額」とす

る。 

 (１) 基本方針に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた

自動車に該当するものであること。 

 (１) 基本方針に令和２年度までに導入する台数が目標として定められた

自動車に該当するものであること。 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

３ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該

当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律第２条第１号に規定する高齢者、障害者等（第３号

において「高齢者、障害者等」という。）の移動上の利便性を特に向上さ

せるもの（法附則第12条の２の13第３項の総務省令で定めるものに限る。

）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規定の適用については、

当該乗用車の取得が平成33年３月31日までに行われたときに限り、同条中

「という。）」とあるのは、「という。）から100万円を控除して得た額」

とする。 

３ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該

当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律第２条第１号に規定する高齢者、障害者等（第３号

において「高齢者、障害者等」という。）の移動上の利便性を特に向上さ

せるもの（法附則第12条の２の13第３項の総務省令で定めるものに限る。

）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規定の適用については、

当該乗用車の取得が令和３年３月31日までに行われたときに限り、同条中

「という。）」とあるのは、「という。）から100万円を控除して得た額」

とする。 

 (１) 基本方針に平成32年度までに導入する台数が目標として定められた

自動車に該当するものであること。 

 (１) 基本方針に令和２年度までに導入する台数が目標として定められた

自動車に該当するものであること。 

 (２)・(３) ［略］  (２)・(３) ［略］ 

４ 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図る

ための装置（以下この項から第６項までにおいて「車両安定性制御装置」

４ 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図る

ための装置（以下この項から第６項までにおいて「車両安定性制御装置」



 

という。）、衝突に対する安全性の向上を図るための装置（以下この項か

ら第６項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。）又は車線

からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置（以下この条において

「車線逸脱警報装置」という。）のいずれか２以上を備えるもの（法附則

第12条の２の13第４項の総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録

を受けるものに対する第102条の規定の適用については、当該自動車の取得

が平成31年10月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」と

あるのは、「という。）から525万円を控除して得た額」とする。 

という。）、衝突に対する安全性の向上を図るための装置（以下この項か

ら第６項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。）又は車線

からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置（以下この条において

「車線逸脱警報装置」という。）のいずれか２以上を備えるもの（法附則

第12条の２の13第４項の総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録

を受けるものに対する第102条の規定の適用については、当該自動車の取得

が令和元年10月31日までに行われたときに限り、同条中「という。）」と

あるのは、「という。）から525万円を控除して得た額」とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

５ 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御

装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの（法附則第12条の２の13第５項の

総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第

102条の規定の適用については、第１号から第３号までに掲げる自動車にあ

っては当該自動車の取得が平成31年11月１日から平成33年３月31日までに

行われたときに限り、第４号に掲げる自動車にあっては当該自動車の取得

が平成31年10月１日から平成33年３月31日までに行われたときに限り、同

条中「という。）」とあるのは、「という。）から350万円を控除して得た

額」とする。 

５ 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御

装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの（法附則第12条の２の13第５項の

総務省令で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第

102条の規定の適用については、第１号から第３号までに掲げる自動車にあ

っては当該自動車の取得が令和元年11月１日から令和３年３月31日までに

行われたときに限り、第４号に掲げる自動車にあっては当該自動車の取得

が令和元年10月１日から令和３年３月31日までに行われたときに限り、同

条中「という。）」とあるのは、「という。）から350万円を控除して得た

額」とする。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

６ 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制

御装置のいずれかを備えるもの（法附則第12条の２の13第６項の総務省令

で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規

定の適用については、当該自動車の取得が平成31年10月31日までに行われ

たときに限り、同条中「という。）」とあるのは、「という。）から350万

円を控除して得た額」とする。 

６ 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制

御装置のいずれかを備えるもの（法附則第12条の２の13第６項の総務省令

で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規

定の適用については、当該自動車の取得が令和元年10月31日までに行われ

たときに限り、同条中「という。）」とあるのは、「という。）から350万

円を控除して得た額」とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

７ バス等又は車両総重量が3.5トンを超え８トン以下のトラック若しくは車 ７ バス等又は車両総重量が3.5トンを超え８トン以下のトラック若しくは車



 

両総重量が20トンを超え22トン以下のトラックであって、道路運送車両法

第41条第１項の規定により平成27年８月１日以降に適用されるべきものと

して定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、

車線逸脱警報装置を備えるもの（法附則第12条の２の13第７項の総務省令

で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規

定の適用については、当該自動車の取得が平成32年10月31日（バス等及び

車両総重量が3.5トンを超え８トン以下のトラックにあっては、平成31年10

月31日）までに行われたときに限り、同条中「という。）」とあるのは、

「という。）から175万円を控除して得た額」とする。 

両総重量が20トンを超え22トン以下のトラックであって、道路運送車両法

第41条第１項の規定により平成27年８月１日以降に適用されるべきものと

して定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、

車線逸脱警報装置を備えるもの（法附則第12条の２の13第７項の総務省令

で定めるものに限る。）で初回新規登録を受けるものに対する第102条の規

定の適用については、当該自動車の取得が令和２年10月31日（バス等及び

車両総重量が3.5トンを超え８トン以下のトラックにあっては、令和元年10

月31日）までに行われたときに限り、同条中「という。）」とあるのは、

「という。）から175万円を控除して得た額」とする。 

８ ［略］ ８ ［略］ 

 （東日本大震災による対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車に対し

て課する環境性能割の納税義務の免除等） 

 （東日本大震災による対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車に対し

て課する環境性能割の納税義務の免除等） 

第24条の11 避難指示区域であって平成24年１月１日において原子力発電所

の事故に関して原子力規制委員会設置法（平成24年法律第47号）附則第54

条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第３項の規定により原

子力災害対策本部長が市町村長に対して行った同法第28条第２項の規定に

より読み替えて適用される災害対策基本法第63条第１項の規定による警戒

区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち立入りが困難

であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難

な区域として総務大臣が指定して公示した区域（以下この項及び附則第25

条の４第３項において「自動車等持出困難区域」という。）内の法附則第

53条の２第２項に規定する自動車等（以下この項及び附則第25条の４第３

項において「対象区域内自動車等」という。）の当該自動車等持出困難区

域を指定する旨の公示があった日における所有者（第101条第１項又は法第

444条第１項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主）その他の

法附則第53条の２第３項の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自

動車（以下この項及び附則第25条の４第１項において「他の自動車」とい

第24条の11 避難指示区域であって平成24年１月１日において原子力発電所

の事故に関して原子力規制委員会設置法（平成24年法律第47号）附則第54

条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第３項の規定により原

子力災害対策本部長が市町村長に対して行った同法第28条第２項の規定に

より読み替えて適用される災害対策基本法第63条第１項の規定による警戒

区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち立入りが困難

であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難

な区域として総務大臣が指定して公示した区域（以下この項及び附則第25

条の４第３項において「自動車等持出困難区域」という。）内の法附則第

53条の２第２項に規定する自動車等（以下この項及び附則第25条の４第３

項において「対象区域内自動車等」という。）の当該自動車等持出困難区

域を指定する旨の公示があった日における所有者（第101条第１項又は法第

444条第１項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主）その他の

法附則第53条の２第３項の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自

動車（以下この項及び附則第25条の４第１項において「他の自動車」とい



 

う。）の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対

象区域内自動車等が法附則第53条の２第２項に規定する対象区域内用途廃

止等自動車等（以下この項及び附則第25条の４第３項において「対象区域

内用途廃止等自動車等」という。）に該当することとなり、かつ、当該取

得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと局長が

認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から平成33年３月31日までの

間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する環境性能割に係

る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

う。）の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対

象区域内自動車等が法附則第53条の２第２項に規定する対象区域内用途廃

止等自動車等（以下この項及び附則第25条の４第３項において「対象区域

内用途廃止等自動車等」という。）に該当することとなり、かつ、当該取

得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと局長が

認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から令和３年３月31日までの

間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する環境性能割に係

る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （種別割の税率の特例）  （種別割の税率の特例） 

第25条 ［略］ 第25条 ［略］ 

２ 次に掲げる自動車に対して課する種別割の税率については、当該自動車

（自家用の乗用車及びキャンピング車（以下この条及び次条において「自

家用の乗用車等」という。）を除く。）が平成30年４月１日から平成31年

３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成31年度分の種別割

（法第177条の10第１項又は第２項の規定により当該自動車の所有者に対し

て月割をもって課されるものに限る。）に限り、当該自動車が平成31年４

月１日（自家用の乗用車等にあっては、同年10月１日）から平成32年３月

31日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成32年度分の種別割に限

り、当該自動車が平成32年４月１日から平成33年３月31日までの間に初回

新規登録を受けた場合には平成33年度分の種別割に限り、別表の規定にか

かわらず、次の表に定める税率とする。 

２ 次に掲げる自動車に対して課する種別割の税率については、当該自動車

（自家用の乗用車及びキャンピング車（以下この条及び次条において「自

家用の乗用車等」という。）を除く。）が平成30年４月１日から平成31年

３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の種別割

（法第177条の10第１項又は第２項の規定により当該自動車の所有者に対し

て月割をもって課されるものに限る。）に限り、当該自動車が平成31年４

月１日（自家用の乗用車等にあっては、令和元年10月１日）から令和２年

３月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の種別割

に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に

初回新規登録を受けた場合には令和３年度分の種別割に限り、別表の規定

にかかわらず、次の表に定める税率とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第103条第１項第１号

ア(ア)ａに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準（次項第１号におい

て「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の

値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第１項第１

 (４) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第103条第１項第１号

ア(ア)ａに規定する平成30年ガソリン軽中量車基準（次項第１号におい

て「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の

値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第１項第１



 

号ア(ア)ｂに規定する平成17年ガソリン軽中量車基準（次項第１号にお

いて「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物

の値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が同条第

１項第１号ア(イ)に規定する平成32年度基準エネルギー消費効率（以下

この条において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。）に100

分の130を乗じて得た数値以上のもので法附則第12条の３第２項第４号の

総務省令で定めるもの 

号ア(ア)ｂに規定する平成17年ガソリン軽中量車基準（次項第１号にお

いて「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物

の値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が同条第

１項第１号ア(イ)に規定する令和２年度基準エネルギー消費効率（以下

この条において「令和２年度基準エネルギー消費効率」という。）に100

分の130を乗じて得た数値以上のもので法附則第12条の３第２項第４号の

総務省令で定めるもの 

 (５) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第103条第１項第２号

ア(ア)ａに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準（次項第２号におい

て「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の

値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第１項第２

号ア(ア)ｂに規定する平成17年石油ガス軽中量車基準（次項第２号にお

いて「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物

の値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上のもの

で法附則第12条の３第２項第５号の総務省令で定めるもの 

 (５) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第103条第１項第２号

ア(ア)ａに規定する平成30年石油ガス軽中量車基準（次項第２号におい

て「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の

値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第１項第２

号ア(ア)ｂに規定する平成17年石油ガス軽中量車基準（次項第２号にお

いて「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物

の値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和２

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上のもの

で法附則第12条の３第２項第５号の総務省令で定めるもの 

 (６) ［略］  (６) ［略］ 

   ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

３ 次に掲げる自動車に対して課する種別割の税率については、当該自動車

（自家用の乗用車等を除く。）が平成30年４月１日から平成31年３月31日

までの間に初回新規登録を受けた場合には平成31年度分の種別割（法第177

条の10第１項又は第２項の規定により当該自動車の所有者に対して月割を

もって課されるものに限る。）に限り、当該自動車が平成31年４月１日（

自家用の乗用車等にあっては、同年10月１日）から平成32年３月31日まで

の間に初回新規登録を受けた場合には平成32年度分の種別割に限り、当該

自動車が平成32年４月１日から平成33年３月31日までの間に初回新規登録

３ 次に掲げる自動車に対して課する種別割の税率については、当該自動車

（自家用の乗用車等を除く。）が平成30年４月１日から平成31年３月31日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の種別割（法第177

条の10第１項又は第２項の規定により当該自動車の所有者に対して月割を

もって課されるものに限る。）に限り、当該自動車が平成31年４月１日（

自家用の乗用車等にあっては、令和元年10月１日）から令和２年３月31日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の種別割に限り、

当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回新規



 

を受けた場合には平成33年度分の種別割に限り、別表の規定にかかわらず

、次の表に定める税率とする。 

登録を受けた場合には令和３年度分の種別割に限り、別表の規定にかかわ

らず、次の表に定める税率とする。 

 (１) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成32年

度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上のもので

法附則第12条の３第３項第１号の総務省令で定めるもの 

 (１) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和２年

度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上のもので

法附則第12条の３第３項第１号の総務省令で定めるもの 

 (２) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が平成32年

度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上のもので

法附則第12条の３第３項第２号の総務省令で定めるもの 

 (２) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽

中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の

値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和２年

度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上のもので

法附則第12条の３第３項第２号の総務省令で定めるもの 

   ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

第25条の２ ［略］ 第25条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第２項各号

に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の乗用

車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規登録を

受けた場合には平成31年度分の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の

規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をもって課される

ものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年４月１日から同

年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成32年度分の種別

割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台について、次の表の左欄

に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ当該区分に応ずる同表

３ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第２項各号

に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の乗用

車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和元年度分の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の

規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をもって課される

ものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年４月１日から令

和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の

種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台について、次の表の

左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ当該区分に応ずる



 

の右欄に定める税率とする。 同表の右欄に定める税率とする。 

   ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第３項各号

に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の乗用

車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規登録を

受けた場合には平成31年度分の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の

規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をもって課される

ものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年４月１日から同

年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には平成32年度分の種別

割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台について、次の表の左欄

に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ当該区分に応ずる同表

の右欄に定める税率とする。 

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第３項各号

に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の乗用

車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和元年度分の種別割（法第177条の10第１項又は第２項の

規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をもって課される

ものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年４月１日から令

和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の

種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台について、次の表の

左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ当該区分に応ずる

同表の右欄に定める税率とする。 

   ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

 （東日本大震災による対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車に対し

て課する種別割の納税義務の免除等） 

 （東日本大震災による対象区域内用途廃止等自動車等の代替自動車に対し

て課する種別割の納税義務の免除等） 

第25条の４ 附則第24条の11第１項に規定する政令で定める者が、同項の規

定の適用を受けることとなった場合には、次の各号に掲げる期間に取得さ

れた他の自動車に対する当該各号に定める年度分の種別割に係る徴収金に

係る納税義務を免除する。 

第25条の４ 附則第24条の11第１項に規定する政令で定める者が、同項の規

定の適用を受けることとなった場合には、次の各号に掲げる期間に取得さ

れた他の自動車に対する当該各号に定める年度分の種別割に係る徴収金に

係る納税義務を免除する。 

 (１) 平成31年４月１日から平成32年３月31日までの期間 平成31年度分

及び平成32年度分 

 (１) 平成31年４月１日から令和２年３月31日までの期間 令和元年度分

及び令和２年度分 

 (２) 平成32年４月１日から平成33年３月31日までの期間 平成32年度分

及び平成33年度分 

 (２) 令和２年４月１日から令和３年３月31日までの期間 令和２年度分

及び令和３年度分 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （狩猟税の課税免除）  （狩猟税の課税免除） 



 

第30条 県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号。

次項において「鳥獣被害防止特措法」という。）第９条第６項の規定によ

り読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（

次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。）第56条に規定する対

象鳥獣捕獲員をいう。）に係る狩猟者の登録が、平成27年４月１日から平

成36年３月31日までの間に行われた場合には、第142条第１項の規定にかか

わらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

第30条 県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号。

次項において「鳥獣被害防止特措法」という。）第９条第６項の規定によ

り読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（

次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。）第56条に規定する対

象鳥獣捕獲員をいう。）に係る狩猟者の登録が、平成27年４月１日から令

和６年３月31日までの間に行われた場合には、第142条第１項の規定にかか

わらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

２ 認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保護管理法第18条の５第２項第１号に規定

する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第２項において同じ。）が、県の

区域を対象として鳥獣保護管理法第９条第１項（鳥獣被害防止特措法第６

条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第１項にお

いて同じ。）の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の２第

９項の規定により鳥獣保護管理法第９条第１項の規定による許可を受けた

者とみなされた場合において、同条第８項（鳥獣保護管理法第14条の２第

９項又は鳥獣被害防止特措法第６条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。次条第２項において同じ。）に規定する従事者証（次条

第２項において「従事者証」という。）の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲

等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年５月29日から平成36年

３月31日までの間に行われたときは、第142条第１項の規定にかかわらず、

当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

２ 認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保護管理法第18条の５第２項第１号に規定

する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第２項において同じ。）が、県の

区域を対象として鳥獣保護管理法第９条第１項（鳥獣被害防止特措法第６

条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第１項にお

いて同じ。）の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の２第

９項の規定により鳥獣保護管理法第９条第１項の規定による許可を受けた

者とみなされた場合において、同条第８項（鳥獣保護管理法第14条の２第

９項又は鳥獣被害防止特措法第６条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。次条第２項において同じ。）に規定する従事者証（次条

第２項において「従事者証」という。）の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲

等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年５月29日から令和６年

３月31日までの間に行われたときは、第142条第１項の規定にかかわらず、

当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。 

 （狩猟税の税率の特例）  （狩猟税の税率の特例） 

第30条の２ 平成27年４月１日から平成36年３月31日までの間に受ける狩猟

者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条

に規定する申請書（以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。

）を提出する日前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間

」という。）に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項の規定

第30条の２ 平成27年４月１日から令和６年３月31日までの間に受ける狩猟

者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条

に規定する申請書（以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。

）を提出する日前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間

」という。）に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項の規定



 

による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等（以下この条において「

許可捕獲等」という。）を行った場合における狩猟税の税率は、第142条第

１項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（

以下この項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登録」とい

う。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽

減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保護管理法第２条第９項に規

定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。）の直近の狩猟期間に

ついて狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合

には、この限りでない。 

による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等（以下この条において「

許可捕獲等」という。）を行った場合における狩猟税の税率は、第142条第

１項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（

以下この項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登録」とい

う。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽

減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保護管理法第２条第９項に規

定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。）の直近の狩猟期間に

ついて狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合

には、この限りでない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岩手県県税条例等の一部を改正する条例（令和元年岩手県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中表４の項を削り、同条表５の項の改正部分のうち、附則第25条に係る部分中 

 「 

 ４ 第２項（第４号及び第５号を除く。）に掲げる自動車のうち、自家用

の乗用車等に対して課する種別割の税率については、当該自家用の乗用

車等が平成33年４月１日から平成34年３月31日までの間に初回新規登録

を受けた場合には平成34年度分の種別割に限り、当該自家用の乗用車等

が平成34年４月１日から平成35年３月31日までの間に初回新規登録を受

けた場合には平成35年度分の種別割に限り、別表の規定にかかわらず、

同項の表に定める税率とする。 

」 

 を 

 「 

 ４ 第２項（第４号及び第５号を除く。）に掲げる自動車のうち、自家用



 

の乗用車等に対して課する種別割の税率については、当該自家用の乗用

車等が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回新規登録

を受けた場合には令和４年度分の種別割に限り、当該自家用の乗用車等

が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回新規登録を受

けた場合には令和５年度分の種別割に限り、別表の規定にかかわらず、

同項の表に定める税率とする。 

」 

 に改め、附則第25条の２第３項に係る部分中 

 「 

３ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第２項各

号に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の

乗用車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には平成31年度分の種別割（法第177条の10第１項又

は第２項の規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をも

って課されるものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年

４月１日から同年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には平

成32年度分の種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台につ

いて、次の表の左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ

当該区分に応ずる同表の右欄に定める税率とする。 

 

」 

 を 

 「 

３ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第２項各

号に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の

乗用車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和元年度分の種別割（法第177条の10第１項又

は第２項の規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をも

 



 

って課されるものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年

４月１日から令和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合に

は令和２年度分の種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台

について、次の表の左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それ

ぞれ当該区分に応ずる同表の右欄に定める税率とする。 

」 

 に改め、同条第４項に係る部分中 

 「 

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第３項各

号に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の

乗用車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には平成31年度分の種別割（法第177条の10第１項又

は第２項の規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をも

って課されるものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年

４月１日から同年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合には平

成32年度分の種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台につ

いて、次の表の左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それぞれ

当該区分に応ずる同表の右欄に定める税率とする。 

 

」 

 を 

 「 

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等のうち、前条第３項各

号に掲げるものに対する第１項の規定の適用については、当該自家用の

乗用車等が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回新規

登録を受けた場合には令和元年度分の種別割（法第177条の10第１項又

は第２項の規定により当該自家用の乗用車等の所有者に対して月割をも

って課されるものに限る。）に限り、当該自家用の乗用車等が平成31年

 



 

４月１日から令和元年９月30日までの間に初回新規登録を受けた場合に

は令和２年度分の種別割に限り、第１項の表の規定にかかわらず、１台

について、次の表の左欄に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、それ

ぞれ当該区分に応ずる同表の右欄に定める税率とする。 

」 

 に改め、第１条中表５の項を表４の項とし、表６の項を表５の項とする。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 第１条中表４の項の改正部分及び附則第２条第３項の規定 令和３

年１月１日 

 

 (５) 第１条中表５の項の改正部分及び附則第５条第５項の規定 令和３

年４月１日 

 (４) 第１条中表４の項の改正部分及び附則第５条第５項の規定 令和３

年４月１日 

 (６) 第１条中表６の項の改正部分及び附則第４条の規定 農地中間管理

事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第12号

）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

 (５) 第１条中表５の項の改正部分及び附則第４条の規定 農地中間管理

事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第12号

）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

 （県民税に関する経過措置）  （県民税に関する経過措置） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ２年新条例附則第18条の５の規定は、令和２年度以後の年度分の個人の

県民税について適用し、平成31年度分までの個人の県民税については、な

お従前の例による。 

２ ２年新条例附則第18条の５の規定は、令和２年度以後の年度分の個人の

県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、な

お従前の例による。 

３ 第１条（表４の項の改正部分に限る。）の規定による改正後の岩手県県

税条例第27条の３の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の県民税につ

いて適用し、令和２年度分までの個人の県民税については、なお従前の例

 



 

による。 

 （不動産取得税に関する経過措置）  （不動産取得税に関する経過措置） 

第４条 第１条（表６の項の改正部分に限る。）の規定による改正後の岩手

県県税条例第64条の６第１項の規定は、附則第１条第６号に掲げる改正部

分及び規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき

不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる改正部分及び規定に

よる改正前の岩手県県税条例第64条の６第１項に規定する土地の取得に対

して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

第４条 第１条（表５の項の改正部分に限る。）の規定による改正後の岩手

県県税条例第64条の６第１項の規定は、附則第１条第５号に掲げる改正部

分及び規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき

不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる改正部分及び規定に

よる改正前の岩手県県税条例第64条の６第１項に規定する土地の取得に対

して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

 （自動車税に関する経過措置）  （自動車税に関する経過措置） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 第１条（表５の項の改正部分に限る。）の規定による改正後の岩手県県

税条例附則第25条及び附則第25条の２の規定は、令和３年度以後の年度分

の種別割について適用し、令和２年度分までの種別割については、なお従

前の例による。 

５ 第１条（表４の項の改正部分に限る。）の規定による改正後の岩手県県

税条例附則第25条及び附則第25条の２の規定は、令和３年度以後の年度分

の種別割について適用し、令和２年度分までの種別割については、なお従

前の例による。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （県民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の岩手県県税条例（以下「新条例」という。）第32条の４の３の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。）

について提出する申告書について適用する。 

 （事業税に関する経過措置） 

第３条 新条例第42条第１項、第43条、第45条第２項及び第３項並びに第47条第１項から第５項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事

業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税ついては、なお従前の例による。 

 （ゴルフ場利用税に関する経過措置） 



 

第４条 新条例第72条第２項の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課

するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。 

 （岩手県県税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成27年岩手県条例第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 表５の項の改正部分及び附則第５条第２項の規定 平成31年10月１

日 

 (５) 表５の項の改正部分及び附則第５条第２項の規定 令和元年10月１

日 

 (６) ［略］  (６) ［略］ 

 （県たばこ税に関する経過措置）  （県たばこ税に関する経過措置） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 次の各号に掲げる期間内に、岩手県県税条例（以下この条において「条

例」という。）第67条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する

売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る県たばこ税の税

率は、条例第67条の４の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする

。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、岩手県県税条例（以下この条において「条

例」という。）第67条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する

売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る県たばこ税の税

率は、条例第67条の４の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする

。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 平成30年４月１日から平成31年９月30日まで 1,000本につき656円  (３) 平成30年４月１日から令和元年９月30日まで 1,000本につき656円 

３～12 ［略］ ３～12 ［略］ 

13 平成31年10月１日前に条例第67条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において

、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たば

13 令和元年10月１日前に条例第67条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において

、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たば



 

この製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ

３級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を

課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、

1,000本につき274円とする。 

この製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ

３級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を

課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、

1,000本につき274円とする。 

14 第４項から第８項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

14 第４項から第８項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

 第４項  ［略］    第４項  ［略］   

   ［略］ 平成31年10月31日     ［略］ 令和元年10月31日  

  ［略］      ［略］    

 第６項  ［略］ 平成32年３月31日   第６項  ［略］ 令和２年３月31日  

  ［略］      ［略］    

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第６条 岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成28年岩手県条例第54号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 表４の項の改正部分及び次条から附則第９条まで（附則第５条第１

項を除く。）の規定 平成31年10月１日 

 (４) 表４の項の改正部分及び次条から附則第９条まで（附則第５条第１

項を除く。）の規定 令和元年10月１日 



 

 （自動車税に関する経過措置）  （自動車税に関する経過措置） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 新条例の規定中種別割に関する部分は、平成31年度分の施行日以後に納

税義務が発生した者に課する種別割及び平成32年度以後の年度分の種別割

について適用し、平成31年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に

課する自動車税については、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定中種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納

税義務が発生した者に課する種別割及び令和２年度以後の年度分の種別割

について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に

課する自動車税については、なお従前の例による。 

 （岩手県証紙収入整理特別会計条例の一部改正に伴う経過措置）  （岩手県証紙収入整理特別会計条例の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 前条の規定による改正前の岩手県証紙収入整理特別会計条例に基づ

く岩手県証紙収入整理特別会計の平成31年度分の収入、支出及び決算に関

しては、なお従前の例による。 

第７条 前条の規定による改正前の岩手県証紙収入整理特別会計条例に基づ

く岩手県証紙収入整理特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関

しては、なお従前の例による。 

 （特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

 （特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

第９条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免

除に関する条例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する

環境性能割並びに平成31年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課

する種別割及び平成32年度以後の年度分の種別割について適用し、施行日

前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び平成31年度分までの施

行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の

例による。 

第９条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免

除に関する条例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する

環境性能割並びに令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課

する種別割及び令和２年度以後の年度分の種別割について適用し、施行日

前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年度分までの施

行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の

例による。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第７条 岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成29年岩手県条例第29号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （県民税に関する経過措置）  （県民税に関する経過措置） 

第２条 この条例（表３の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県県

税条例附則第９条、第18条の３の２及び第18条の３の４の規定は、平成31

第２条 この条例（表３の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県県

税条例附則第９条、第18条の３の２及び第18条の３の４の規定は、令和元



 

年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個

人の県民税については、なお従前の例による。 

年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個

人の県民税については、なお従前の例による。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 岩手県県税条例等の一部を改正する条例（平成30年岩手県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める日から施行する。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 第１条中表２の項の改正部分及び附則第６条の規定 平成31年10月

１日 

 (２) 第１条中表２の項の改正部分及び附則第６条の規定 令和元年10月

１日 

 (３) 第１条中表３の項の改正部分並びに次条第２項、附則第３条及び附

則第４条の規定 平成32年４月１日 

 (３) 第１条中表３の項の改正部分並びに次条第２項、附則第３条及び附

則第４条の規定 令和２年４月１日 

 (４) 第１条中表４の項の改正部分及び附則第７条の規定 平成32年10月

１日 

 (４) 第１条中表４の項の改正部分及び附則第７条の規定 令和２年10月

１日 

 (５) 第１条中表５の項の改正部分及び次条第１項の規定 平成33年１月

１日 

 (５) 第１条中表５の項の改正部分及び次条第１項の規定 令和３年１月

１日 

 (６) 第１条中表６の項の改正部分及び附則第８条の規定 平成33年10月

１日 

 (６) 第１条中表６の項の改正部分及び附則第８条の規定 令和３年10月

１日 

 (７) 第１条中表７の項の改正部分及び附則第９条の規定 平成34年10月

１日 

 (７) 第１条中表７の項の改正部分及び附則第９条の規定 令和４年10月

１日 

 （県民税に関する経過措置）  （県民税に関する経過措置） 

第２条 この条例（第１条中表５の項の改正部分に限る。）による改正後の

岩手県県税条例第27条の３及び附則第９条の規定は、平成33年度以後の年

度分の個人の県民税について適用し、平成32年度分までの個人の県民税に

第２条 この条例（第１条中表５の項の改正部分に限る。）による改正後の

岩手県県税条例第27条の３及び附則第９条の規定は、令和３年度以後の年

度分の個人の県民税について適用し、令和２年度分までの個人の県民税に



 

ついては、なお従前の例による。 ついては、なお従前の例による。 

２ この条例（第１条中表３の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手

県県税条例（次条及び附則第４条において「32年４月新条例」という。）

第27条第６項及び第39条第３項の規定は、前条第３号に掲げる改正部分及

び規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後

に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始

した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法

人の県民税については、なお従前の例による。 

２ この条例（第１条中表３の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手

県県税条例（次条及び附則第４条において「２年４月新条例」という。）

第27条第６項及び第39条第３項の規定は、前条第３号に掲げる改正部分及

び規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後

に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始

した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法

人の県民税については、なお従前の例による。 

 （事業税に関する経過措置）  （事業税に関する経過措置） 

第３条 32年４月新条例第42条第３項及び第47条第７項の規定は、附則第１

条第３号に掲げる改正部分及び規定の施行の日以後に開始する事業年度に

係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人

の事業税については、なお従前の例による。 

第３条 ２年４月新条例第42条第３項及び第47条第７項の規定は、附則第１

条第３号に掲げる改正部分及び規定の施行の日以後に開始する事業年度に

係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人

の事業税については、なお従前の例による。 

 （地方消費税に関する経過措置）  （地方消費税に関する経過措置） 

第４条 32年４月新条例第53条の２第３項及び32年４月新条例附則第20条の

２の８第１項後段の規定により読み替えられた32年４月新条例第53条の５

第３項の規定は、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の78第３項に規

定する課税期間が附則第１条第３号に掲げる改正部分及び規定の施行の日

以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場

合については、なお従前の例による。 

第４条 ２年４月新条例第53条の２第３項及び２年４月新条例附則第20条の

２の８第１項後段の規定により読み替えられた２年４月新条例第53条の５

第３項の規定は、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の78第３項に規

定する課税期間が附則第１条第３号に掲げる改正部分及び規定の施行の日

以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場

合については、なお従前の例による。 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 平成32年10月１日前に売渡し等が行われた新法第74条第１項第１号に規

定する製造たばこ（以下この条及び次条において「製造たばこ」という。

）を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第９項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造た

ばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課

２ 令和２年10月１日前に売渡し等が行われた新法第74条第１項第１号に規

定する製造たばこ（以下この条及び次条において「製造たばこ」という。

）を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第９項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造た

ばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課



 

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造た

ばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課

する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につ

き70円とする。 

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造た

ばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課

する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につ

き70円とする。 

３ 前項に規定する者は、改正法附則第12条第２項に規定する貯蔵場所又は

小売販売業者の営業所ごとに、同条第３項の総務省令で定める様式により

、次に掲げる事項を記載した申告書を平成32年11月２日までに、当該貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所の所在地を管轄する広域振興局長に提出し

なければならない。 

３ 前項に規定する者は、改正法附則第12条第２項に規定する貯蔵場所又は

小売販売業者の営業所ごとに、同条第３項の総務省令で定める様式により

、次に掲げる事項を記載した申告書を令和２年11月２日までに、当該貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所の所在地を管轄する広域振興局長に提出し

なければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 第３項の規定による申告書を提出した者は、平成33年３月31日までに、

当該申告書に記載した同項第２号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を

納付しなければならない。 

５ 第３項の規定による申告書を提出した者は、令和３年３月31日までに、

当該申告書に記載した同項第２号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を

納付しなければならない。 

６ 第２項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、この条例（第１条中表４の項の改正部分に限る。）

による改正後の岩手県県税条例（以下この項において「32年10月新条例」

という。）の規定中県たばこ税に関する部分（32年10月新条例第67条の３

第１項、第67条の４、第67条の５、第67条の７、第67条の９及び第67条の

10の規定を除く。）を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る32年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

６ 第２項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、この条例（第１条中表４の項の改正部分に限る。）

による改正後の岩手県県税条例（以下この項において「２年10月新条例」

という。）の規定中県たばこ税に関する部分（２年10月新条例第67条の３

第１項、第67条の４、第67条の５、第67条の７、第67条の９及び第67条の

10の規定を除く。）を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る２年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

   ［略］     ［略］  

７ ［略］ ７ ［略］ 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 平成33年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のた ２ 令和３年10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のた



 

め所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合にお

ける県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たば

この本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。 

め所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合にお

ける県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たば

この本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。 

３ 前項に規定する者は、改正法附則第13条第２項に規定する貯蔵場所又は

小売販売業者の営業所ごとに、同条第３項の総務省令で定める様式により

、次に掲げる事項を記載した申告書を平成33年11月１日までに、当該貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所の所在地を管轄する広域振興局長に提出し

なければならない。 

３ 前項に規定する者は、改正法附則第13条第２項に規定する貯蔵場所又は

小売販売業者の営業所ごとに、同条第３項の総務省令で定める様式により

、次に掲げる事項を記載した申告書を令和３年11月１日までに、当該貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所の所在地を管轄する広域振興局長に提出し

なければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 第３項の規定による申告書を提出した者は、平成34年３月31日までに、

当該申告書に記載した同項第２号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を

納付しなければならない。 

５ 第３項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月31日までに、

当該申告書に記載した同項第２号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を

納付しなければならない。 

６ 第２項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、この条例（第１条中表６の項の改正部分に限る。）

による改正後の岩手県県税条例（以下この項において「33年新条例」とい

う。）の規定中県たばこ税に関する部分（33年新条例第67条の３第１項、

第67条の４、第67条の５、第67条の７、第67条の９及び第67条の10の規定

を除く。）を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

６ 第２項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、この条例（第１条中表６の項の改正部分に限る。）

による改正後の岩手県県税条例（以下この項において「３年新条例」とい

う。）の規定中県たばこ税に関する部分（３年新条例第67条の３第１項、

第67条の４、第67条の５、第67条の７、第67条の９及び第67条の10の規定

を除く。）を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３年新

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

   ［略］    ［略］  



 

７ ［略］ ７ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県県税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成31年岩手県条例第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、表２の項の

改正部分及び次条の規定は、同年６月１日から施行する。 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、表２の項の

改正部分及び次条の規定は、令和元年６月１日から施行する。 

 （県民税に関する経過措置）  （県民税に関する経過措置） 

第２条 この条例（表２の項の改正部分に限る。第３項において同じ。）に

よる改正後の岩手県県税条例（以下「新条例」という。）第31条並びに附

則第10条の４、第10条の５及び第11条の２第１項の規定は、平成32年度以

後の年度分の個人の県民税について適用し、平成31年度分までの個人の県

民税については、なお従前の例による。 

第２条 この条例（表２の項の改正部分に限る。第３項において同じ。）に

よる改正後の岩手県県税条例（以下「新条例」という。）第31条並びに附

則第10条の４、第10条の５及び第11条の２第１項の規定は、令和２年度以

後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県

民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第31条並びに附則第10条の４、第10条の５及び第11条の２第１項

の規定の適用については、平成32年度分の個人の県民税に限り、次の表の

左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

２ 新条例第31条並びに附則第10条の４、第10条の５及び第11条の２第１項

の規定の適用については、令和２年度分の個人の県民税に限り、次の表の

左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

  第31条第１項  ［略］ 又は第１号に掲げる寄附金（平成31年６

月１日前に支出したものに限る。）を支

出し、これらの寄附金 

   第31条第１項  ［略］ 又は第１号に掲げる寄附金（令和元年６

月１日前に支出したものに限る。）を支

出し、これらの寄附金 

 

 第31条第２項  ［略］ 特例控除対象寄附金の額及び同項第１号

に掲げる寄附金（平成31年６月１日前に

支出したものに限る。）の額 

  第31条第２項  ［略］ 特例控除対象寄附金の額及び同項第１号

に掲げる寄附金（令和元年６月１日前に

支出したものに限る。）の額 

 

 附則第10条の  ［略］ 特例控除対象寄附金の額及び第31条第１   附則第10条の  ［略］ 特例控除対象寄附金の額及び第31条第１  

 ４  項第１号に掲げる寄附金（平成31年６月   ４  項第１号に掲げる寄附金（令和元年６月  



 

１日前に支出したものに限る。）の額 １日前に支出したものに限る。）の額 

  ［略］      ［略］    

 附則第11条の

２第１項 

 ［略］ 特例控除対象寄附金又は第31条第１項第

１号に掲げる寄附金（平成31年６月１日

前に支出したものに限る。） 

  附則第11条の

２第１項 

 ［略］ 特例控除対象寄附金又は第31条第１項第

１号に掲げる寄附金（令和元年６月１日

前に支出したものに限る。） 

 

   ［略］      ［略］   

３ 新条例附則第11条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が前条ただし

書に規定する日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成31

年法律第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（以下この項におい

て「新法」という。）第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金に

ついて適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例

による改正前の岩手県県税条例第31条第１項第１号に掲げる寄附金につい

ては、なお従前の例による。この場合において、県民税の所得割の納税義

務者が前条ただし書に規定する日から平成31年12月31日までの間に支出す

る新法第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金に係る新条例附則

第11条第２項の規定の適用については、同項中「を行う」とあるのは、「

又は岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成31年岩手県条例第56号）

による改正前の附則第11条第２項に規定する申告特例の求めを行う」とす

る。 

３ 新条例附則第11条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が前条ただし

書に規定する日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成31

年法律第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（以下この項におい

て「新法」という。）第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金に

ついて適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例

による改正前の岩手県県税条例第31条第１項第１号に掲げる寄附金につい

ては、なお従前の例による。この場合において、県民税の所得割の納税義

務者が前条ただし書に規定する日から令和元年12月31日までの間に支出す

る新法第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金に係る新条例附則

第11条第２項の規定の適用については、同項中「を行う」とあるのは、「

又は岩手県県税条例の一部を改正する条例（平成31年岩手県条例第56号）

による改正前の附則第11条第２項に規定する申告特例の求めを行う」とす

る。 

 （自動車税に関する経過措置）  （自動車税に関する経過措置） 

第４条 この条例による改正後の岩手県県税条例附則第25条及び第25条の２

の規定は、平成31年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの

自動車税については、なお従前の例による。 

第４条 この条例による改正後の岩手県県税条例附則第25条及び第25条の２

の規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの

自動車税については、なお従前の例による。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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